
三重県知事　宛て

黒枠の項目はすべて記入が必要です 申請日 年 1 月 9 日

3 3 A 0 0 0 0

W 9 9 9 9

三 重 県 L P ガ ス 株 式 会 社

ミ エ ケ ン エ ル ピ ー ガ ス カ ブ シ

キ ガ イ シ ヤ

代 表 取 締 役 三 重 太 郎

〒 5 1 4 - 0 0 0 0

三 重 県 ※都道府県は省略せずご記入ください

〇 〇 市

〇 〇 町 〇 丁 目 〇 番 地 〇

三 重 L P ビ ル 1 F

1 ， 0 0 0 件

②第１期支援金受付通知番号
※ＷまたはＰで始まる５桁の番号
※第１期参加事業者様のみご記入ください

様式第１号（第６条関係）

　　　　　　　　ＬＰガス料金高騰対策支援金（第２期） 交付申請書

ＬＰガス料金高騰対策事業支援金（第２期）の交付を受けたいので、ＬＰガス料金高騰対策事業支援金交付
要領第６条の規定により、誓約事項に同意の上、関係書類を添えて申請します。

2024

１.申請者情報

①液化石油ガス販売事業登録番号

③申請単位 本社一括申請 営業所や支店での申請

④事業者区分 法人 個人事業主

⑩値引きを実施する期間
※いずれかにチェック

１月検針分から３月検針分まで ２月検針分から４月検針分まで

⑤法人名（正式名称）または屋号
　(株)（有）等省略不可
　※支店や営業所での申請の方は、
　　支店名、営業所名もご記入ください

⑥法人名または屋号のフリガナ
　※支店や営業所での申請の方は、
　　支店名、営業所名もご記入ください

⑦代表者職・氏名

⑧所在地
(本社又は
主たる事業
所)

郵便番号

都道府県

市区町村

町域・番地

建物名など

２.事業計画

⑨値引対象契約の件数
交付申請日現在での値引きを
実施する予定の契約者の数

※以下の契約については値引きの対象外ですので、除いて記入してください。
・高圧ガス保安法上の工業用ＬＰガスを使用する者
・質量販売により供給を受ける者
・国又は地方公共団体が事務を執行するための庁舎、事務所、研究所等の施設
※単一の請求が行われるガスメーターあたり１件として計上してください。
（二世帯住宅等で、複数台のガスメーターに対し単一の請求が行われる場合は１件です。）
※集合住宅の入居者については、個別の入居者に直接請求する場合も、大家に一括して請求する場合も、
入居者数（ガスメーター単位）で計上してください。

値引きを実施する期間について申告してください。
（１）令和６年１月検針分から３月検針分まで、又は
（２）令和６年２月検針分から４月検針分まで　に相当する３か月分のLPガス料金の値引きを行うこと。

※原則として、（１）による値引きとなりますが、①三重県による「ＬＰガス料金高騰対策支援金」（１０月検針分か
ら１２月検針分又は１１月検針分から１月検針分。以下「第１期支援金」という。）に参加していない場合、②伊賀市
の事業にて値引きが行われている契約者に対して、第１期支援金に引き続いて値引きを行う場合、③システム改修や体
制整備等が間に合わない場合は、（２）による値引きとなります。

２枚目もご記入・ご提出ください

☑

☑

☑

第１期より変更がない場合でも

申請者情報をご記入ください

第１期参加事業者様のみご記入ください

（ＷまたはＰで始まる５桁の番号）



⇒ ， 部

⑮メールアドレス

３.誓約事項

以下の点を確認し、同意いたします。

⑪誓約事項
同意

・ＬＰガス料金高騰対策事業支援金　交付要領を確認し、内容を理解しました。
・ＬＰガス料金高騰対策事業支援金　誓約事項を確認し、内容を理解しました。

誓約事項について遵守できなかった場合は、ＬＰガス料金高騰対策事業支援金の
一部又は全部が受領できなくなる場合があることに加え、損害賠償の請求又は刑事告発等の法的措置の対象と
なることを同意のうえ、申請いたします。

以降は第１期支援金に参加していない場合、又は第１期支援金の申請内容より変更がある場合※のみ
記入・提出してください。第１期支援金より変更がない場合は記入不要です。

４.担当者情報

⑫担当者職・氏名

⑬担当者氏名 フリガナ

⑭電話番号(ハイフンなし)

※第１期支援金に参加している事業者が「４．担当者情報」「５．振込先情報」をご記入された場合、第１期支援金に係る申請内容も更新されます。

５.振込先情報

⑯金融機関名
⑰金融機関

コード
⑱預金種別

⑲支店コード
※ゆうちょ銀行以外

⑳口座番号
※ゆうちょ銀行以外

㉑記号
※ゆうちょ銀行

㉒番号
※ゆうちょ銀行

㉓口座名義人（カナ）
 ※通帳に記載の口座名義（カナ）を
  必ずご記入ください

６.関係書類（提出書類にチェック☑） 提出が必要な者

販売事業者としての登録が分かるもの
（例：販売事業者登録書の写し、標識の写真等）

第１期支援金に参加していない事業者及
び第１期支援金より液化石油ガス販売事

業登録番号に変更がある事業者

振込先が確認できるもの
（例：通帳の表紙と見開きページの両方の写し、ネット銀行の場合は記入内
容が分かるホームページの写し、当座預金で通帳がない場合は銀行で発行さ
れる口座証明書の写し）

第１期支援金に参加していない事業者及
び第１期支援金より振込先情報に変更が

ある事業者

※第１期支援金に参加されている販売事業者には、第１期支援金において申請された枚数を、１２月下旬頃にお送りします。カードの送付が不要
な場合または上記枚数以上のカードが必要となる場合には、お早めに支援金センター（0120-248-826）までお知らせください。

税務署が発行する納税証明書（その３ 消費税及び地方消費税）の写し
　※（その３の２）、（その３の３）も可
　※所管税務署が交付申請日の６か月前までに発行したもの

第１期支援金に参加していない事業者

県税事務所が発行する滞納がないことを証明する書類の写し
　※三重県の県税事務所が交付申請日の６か月前までに発行したもの

第１期支援金に参加していない事業者の
うち、三重県内に本支店又は営業所等を
有する事業者

７.値引きお知らせカードの送付希望（第１期支援金に参加していない事業者のみ記入※）

希望する ㉔希望部数（ひと月あたり）

不要
当申請書に記載された値引き対象契約数を上限に、記入いただいた希望部数×3か月相当の値引きお知ら
せカードを交付決定後に一括で送付いたします。

なお梱包の関係上、記入いただいた希望部数から端数を切り上げた部数で送付します。

貯蓄
普通 当座

☑

第１期支援金より変更がない場合は

記入不要です。

第１期支援金より変更がない場合は

記入不要です。

第１期支援金より変更がない場合は

提出不要です。


